
○東海村空家等対策地域連絡協議会設置要綱 

平成２８年１１月１０日 

告示第１２７号 

改正 令和２年９月２８日告示第１３６号 

（題名改称） 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２

７号。以下「法」という。）第７条第１項の規定に基づき，東海村空

家等対策地域連絡協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（令２告示１３６・一部改正） 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は，法において使用する用語の

例による。 

（協議事項） 

第３条 協議会は，次に掲げる事項を協議する。 

（１） 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。 

（２） その他空家等の対策に関すること。 

（令２告示１３６・一部改正） 

（組織） 

第４条 協議会は，村長のほか，１０名以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は，地域住民及び法務，不動産，建築，福祉，文化等に関する

学識経験者のうちから村長が委嘱する。 

３ 委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，委員が欠けた

場合における補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に，会長及び副会長１名を置き，委員の互選によりこれ

を定める。 

２ 会長は，協議会を代表し，会務を総理する。 



３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けた

ときは，その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は，必要に応じて会長

が招集し，議長となる。 

２ 会議は，委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は，出席した委員に村長を加えた数の過半数をもって決

し，可否同数のときは，会長の決するところによる。 

４ 会議において，必要と認めるときは，委員以外の者の出席を求め，

説明又は意見を聴くことができる。 

（専門部会） 

第７条 協議会に，協議すべき事項の調整等を行うため，必要に応じ，

専門部会を置くことができる。 

（守秘義務） 

第８条 委員，専門部会の構成員及び会議に出席を求められた者は，正

当な理由なく協議会の職務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはなら

ない。その職を退いた後も，同様とする。 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は，都市整備課において処理する。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事

項は，会長が協議会に諮って別に定める。 

附 則 

この告示は，公布の日から施行する。 

附 則（令和２年告示第１３６号） 

この告示は，令和２年１０月１日から施行する。 

 


